
書式第 12号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 4年度 事 業 報 告 書

生起腿塾堕動塗
“
璧星墾旦三菱慶鐘堕

1 事業の成果

令和 4年度は本法人の目的 (地域の野球を愛好する少年少女に対して、リトルリーグ野球を通じて、

少年少女の健全育成と、リトルリーグ野球の健全な発展を図る)を達成するために、各種大会の開催な

ど、リトルリーグ野球に関する団体の支援活動を行った。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【 4,077 】千円)

疋款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

事業費
(千円)

少年少女の野
球大会の主幹
と開催

全部門 (6歳～13歳)を対
象に開幕式を行 う。

コロナの
ため実施
せず

江戸川球
場

3,185

シ
を
△
7ヽ

(6 歳～8歳 )

ボール 大

ブロ
ブロ

親善大会
親善大会

=7

をヤ

・MLBCUP
。東ブロ
西ブロ

ッ ク 大 会
.4-△
ノヽ アヽ

)を を

大

1大会
メ 日本選手権

4-
ノヽ

3月
5月
6月

7月
9月

4月
4～ 5月
6月

7月
10月
11月

3月
5～ 6月

9～ 10月
ll月

東京都内

各グラウ

ンド

25人

全 リーグ
の選手及
び開催地
の住人

1,000人

1/M音 |`F電 (111歳～13房長)

を対象に野球大会を実施
する。
・春季大会
・1/M全 日本選手権大会

東京予選

3
4
月
月

マイナー部門 (9歳 ～ 10

歳)の関東代表 リーグによ
りMLBCUPの関東代表決定
戦を実施する。

6月

党金
対象者
人数

ッ ク



少年少女の野
球大会の主幹
と開催

霰傷 豪 醸 JL夢花f
りZETT杯関東四連盟マイ
ナー選手権大会を実施す
る。

6月
東京都内

各グラウ

ンド

25人

全 リーグ
の選手及
び開催地
の住人

1,000人

ジュニア部門 (6歳～8歳 )

に東 日本代表 リーグを対
象にティーボール大会を
実施する。

9月

少年少女の国
際親善野球大
会への参加 と

籍
団体 との交

インター ミディエットア
ジア太平洋中東選手権大
会に代表 リーグを派遣す
る。

実施せず 0

リトル リーグワール ドシ
リーズに代表 リーグを派
遣する。

実施せず 0

少年少女に向
けフヒリ トル リ
ーグ野球の普
及と指導

リ
し
防
す

て
止

対
の
関 実施せず 0

リ トル リーーク
野球 を普及す
るた めの SN
Sや 動 画 配
信 、ホー ムペ
ー ジによる活
動等の掲載

主幹大会の各試合につい
て動画配信、試合結果の S
NS、 ホームページヘの掲
載を行 う。

3月

11月

東京都内
各グラウ
ン ド

25人 869

前各号に掲げ
る事業を行 う
ための指導員

嚢ダ
審判員の

保護者に対し、審判を行う
ための技術指導、ルールの
教育を行 う
。夏季審判講習会
・冬季審判講習会

8月
12月

東京都内
各グラウ
ン ド

25人 23

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【1,209】 千円)

疋款 に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千 円)

東京連盟公式
物品の販売事
業

大会の実施に必要なリトル リーグワッペン、ル
ールブック、東京連盟公式球を販売する。

1月

12月

東京都内
各グラウ

ン ド
25人 1,209

ホームページ
ヘの広告掲載
事業

ホームページ、大会プログラム、機関紙等を作
成 し、地元企業の広告の掲載を行 う。

1月

12月

東京都内
各グラウ

ン ド
25人 0



書式第 14号 (法第 28条関係)

令和4年度 活動計算書 (その他事業がぬ
=登

場合)

事 業 報 告 用

特定非営利活動に係る事業 その他事業
科 目

金  額 小計・ 合計 金  額 小計・合計
合 計

正会員受取会費(個 人)

賛助会員受取会費

(団 体) 1,300,000
0

0

1.300.000 1,300,000

受取寄附金

〈日本 リトルリーグ野球協会)地方大会助成金
(日 本 ツトル リーグ野球協会)連盟運営助成金
(日 本リトルリーグ野球協会)MLBJAPAN大 会助成金
日本リトルリーグ野球協会)全日本選手権大会 備品保管料
(京王観光株式会社)

受取補助金

受取補助金 (

受取助成金

”

００

２０

４０

６５

1,775,(】 30 1,775,000

に向けたリトル リーグ野球の普及と指導収益
0フ トルリーグ野球を普及するためのSNSや動画配信.ホームページによる活ゆ等の掲織収益
⑥前各号に掲げる事業を行うための指導員及び審判員の養成収益
⑥東京連盟公式物品の販売事業収益
⑦ホームページヘの広告掲載事業収益

と他団体 の交流収益②少年少女|

③少年少女

1,237,029 1.360,920 2,597,949

33 33

4.312.【 1.360 5 672.

615,340 615,340

費

費
　
費
品

用
　
本
耗

借
費
製
消

場
議
刷
品

球
会
印
備
上部大会代表派遣費
旅費交通費
HP管 理費
委員会登録費
講師謝金
消耗品費
売上原価

給料手当
役員報酬
審判手当

３５

　

　

５５

００

９‐

００

６９

　

９４

０９

　

　

６３

９０

７８

５０

５０

　

‐８

3,401,472 1,208,300 4,670,272

4 076_8 1 208 5.286 612

慶弔費
消耗品費

用費
費

酬
当
付
生

報
手
給
厚

員
料
職
利

役
給
退
福

事務費
印刷費
通信費
支払手数料
雑費
事務所家賃

1,330.292 1,330,292

1.330. 1.330.

b 407 1_2(お . 6615.

過年度損益修正益

滅  箱 C 一 rD】 ,②

70,000

__ユ.922.Z∞
, 979 83R

1

2

5 その他の収壼
受取利息

鮮

腱

ｌ

　

　

　

鰹

園 足 質 産 冗 却 預

災害損失
:高年 庁幡 春修 T格

１

　
　

　
　

腱

法 人 祝 、 [臓祝 及 び 事 薬 祝
罰 胡 鐘 裁 r雌 財 護 額  ..

・ ・ ・ (フ

.“ヽ



書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和 4年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

トル ― グ特

金   額

2

現金預金
未収金
棚卸資産

車両運搬具
什器備品

ソフ トウェア

借地権

敷金
長期貸付金

■
■

０

）

3,049,838

3.049.831

ｎ

ｖ

ｎ

ｖ

ｎ

Ｖ

【A】 資 産 合 計 ①十② 3.049,838

ｎ

Ｖ

未払金
預 り金

長期借入金
退職給付引当金

3,992,760
-942,922

3 049_

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 3,049,838



16

令和 4年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人リトルリーグ東京連盟

重要な会計方針
計算書類の作成は、PO法人会計基準 (2010年 7月 20日  2017年 12月 12日 最終改定 NPO法人会計基準協会)

によっています。
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。

(2)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具及び什器備品の減価償却は定率法によっています。

(3)引 当金の計上基準
・ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる
金額を計上しています 。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算 しています。

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。
また計上額の算定方法は「 3.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2.事 業別損益の状況

科 目

少年少女の

野球大会の
主幹と開催

少年少女の

国際親善野
球大会への

参加 と他団
体との交流

少年少女に
向けたリト
ル リーグ野
球の普及と

指導

ツ トル リ‐‐‐

グ野球を普
及するため
のSNSや
動画配信、
ホームペー
ジによる活
動等の掲載

前各号に掲
げる事業を
行 うための

指導員及び
審判員の養

成

東京連盟公
式物品の販

売事業

ホームペー
ジヘの広告
掲載事業

事業部門計 管理部門 合計

1,300,000
0

1,035,000
1,237,029 1,360,920

1,300,000
0

1,035,000
2,597,949

0

740,000

1,30(),000

3,572,029 1,360,920 4,932,949 740,033 5,672,982

22,500

0

0

0

0

0

0

15,340
0

0

0

592,840

592,840 22,500 615,340 615,340

50,000

818,945
1,208,800

909,359
0

0
363,559
290,000
878,911
50,000
150,698

0

818,945
1,208,800

0

0

0

0

0
0

0

0

28,880

278,600

74,706
100,000
145,860
40,730
11,570
49,946

600,000

0

909,359
28,880

0

363,559
290,000

878,911
50,000

150,698
0

1,097,545
1,208,800

74,706
100,000
145,860
40,730
11,570
49,946

600,000
0

909,359

363,559
290,000
878,911

150,698

2.592,527 868,945 1,208,800 4,670,272 1,330,292 6,000,564
0 868,945 22.500 1,208,800 5,285,612 1,330,292 6,615,904

0 -868.V4b ―ZZ.500 lbZ,lZ0 -352.663 -590,259 -942,922

I 経常収益
1 受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等
4 事業収益
5.その他収益

経常収益計
I 経常費用
(1)人件費

給料手当

役員報酬
審判手当
退職給付費用
福利厚生費

人件費計
(2)その他経費

球場借用費
会議費
印刷製本費
備品消耗品費
上部大会代表派遣費
旅費交通費
HP管理費
委員会登録費
講師謝金
消耗品費
売上原価
交際費・慶弔費
事務費
印刷費
通信費
支払手数料
雑費
事務所家賃

その他経費計
経常費用計
当期経常増減額 386,662



内 容 金 額 算定方法

該当なし

3.施 設の提供等の物的サービスの受入の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等はありません。

5.固 定資産の増減内訳

6.借 入金の増減内訳

役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするため
に必要な事項

事業費と管理費の按分方法

案分する費用は発生していません。

その他の事業に係る資産の状況

なし

7

科 目 取 得 減 少 減価償却累計額

０

０

　

　

０

0

０

０

　

　

０

0

０

０

　

　

０

０

０

　

　

０

0

０

０

　

　

０

0

０

０

　

　

０

0 0 0 0 0 0

有形固定資産
車両運搬具

什器備品

無形固定資産

投資その他の資産
敷金

合 計

科 目 期首残高 当期借入 当

0 0 0 0
0 0合計

科 目

計算書類に
計上された

金額

内、役員と
の取引

内、近親者
及び支配法
人との取引

(活動計算書)

該当なし

活動計算書計

(貸借対照表)

該当なし

貸借対照表計

0



書式第 17号 (法第 28条関係 )

令和 4年度 財産目録

事 業 報 告 用

ル

単位 :円
滸

膚  の  都

鷹

338,121
2,711,717

3,049,838
3.049,838

現金預金
手元現金
みずほ銀行普通預金 (中野北口支店)

未収金

棚卸資産

3.049.置 合 計  ・ ・ ・ (1)

足 賛 産

(1)有形固定資産

(2)無形固定責産

(3)投資その他の資産

2

合 計 (2)

3,049,338【A】 資 産 合 計 ①+②

】 負 債 の 部

動負債

未払金

預 り金

働 僣 合 計  ・ ・ ・ ③

定 負 債

長期借入金

2

働 槽 会 掛

“

ごヽ

【[

【B-1】 負 債 合 計 ③+④

3,049,338【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 4年度年間役員名簿 (前事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所並

びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人 リトル :J― ゲ東京連盟

1 確認事項 (法第 20条 及び第 21条 を確認の上、チ ェックを入れて くだ さい。)

日以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

日格役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間

(該 当者のみに記入)
氏   名

1
監 事

タケイ  クニヒサ 令和4年 7月 20日

令和 5年 3月 31日

年  月  日

年 月 日武居 邦壽

2 監 事

ノムラ タ
゛
タシ

令和 4年 7月 20日

令和 5年 3月 31日

年  月  日

年  月  日野村 正

3 〔三3)監事
ツチタ

゛
 マサユキ 令和4年 7月 20日

令和 5年 3月 31日

年

年

月

月

日

曰土田 雅之

4

ツカモト マサノリ 令和 4年 7月 20日

令和 5年 3月 31日

年1  月   日

年  月  日塚本 正徳

5 監 事

フシ
゛
タ ユウイチ 令和 4年 7月 20日

令和 5年 3月 31日

年  月  日

午二  月   日藤田 裕一

6

ハタ イッヘ イ 令和 4年 7月 20日

令和 5年 3月 31日

年  月  日

年  月  日秦 一平

7 監 事

カケハ
゛
 カス

゛
ナオ 令和 4年 7月 20日

令和 5年 3月 31日

年

年

月

月

日

日掛場 一直

8

モリ ミチコ
令和4年 7月 20日

令和 5年 3月 31日

年 月

月

日

日年
森 美智子

9 監 事

クサヤナキ
゛
 カス

゛
ノリ 令和 4年 7月 20日

令和 5年 3月 31日

年 月

月

日

日年草柳 和典

10

ヤタ ミチアキ 令和 4年 7月 20日

令和 5年 3月 31日

年 月

月

日

日年谷 田 充明

ノ
″…｀

ヽ

ど,ジ
監事



書式第4号 (法第 10条 。第 28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿 )

特定非営利活動法人リトルリーグ東京連盟

氏   名

1 武居 邦壽

2 野村 正

3 土田 雅之

4 塚本 正徳

5 藤田 裕―

6 秦 ―平

7 掛場 一直

8 森 美智子

9 草柳 和典

10 谷田 充明

11 大澤 美奈子

12


